
被災市街地復興推進地域の建築制限は７月３日で解除しますが
一部地域では建築に引き続き許可が必要です

問合せ
◆建築制限・許可申請について　市都市計画課（☎２２－２１１１　内線２２１４）
◆市街地の復興まちづくりについて　市市街地復興課（☎２２－２１１１　内線２２２１）

　市では、令和２年７月豪雨災害で被害を受けた中
心市街地地区と青井地区の一部で、安全でにぎわい
のある魅力的なまちづくりを推進するため、被災市
街地復興推進地域（約 21㌶）の都市計画を決定し、
事業計画検討会や戸別訪問調査などを行いながら、
事業方針や整備手法を検討してきました。

　発災から２年が経過する７月３日で被災市街地復
興推進地域の建築制限は解除しますが、土地区画整
理事業の施行区域内または既に都市計画決定されて
いる都市施設区域内で建築物を建築（新築・増築・
改築・移転）する場合は、人吉市長の許可が必要です。

ご自身の土地・建物がある区域に応じて、制限の内容が異なります。以下で確認してください。

被災市街地復興推進地域内（左図の赤枠内
　　　　　）で建築物の建築（新築・増築・
改築・移転）を予定している

建築制限の影響について

被災市街地復興推進地域について
の建築制限の影響はありません

許可の基準
（１） 都市施設または市街地開発事業に適

合して行う建築物の建築
（２） その建築物が容易に移転し、または

除却することができるものであると
認められ、次の要件に当てはまるも
の

・ ２階建てまたは平屋で、地階（地下）が
ないこと

土地区画整理事業の施行区域内または既に都市計画決定されている都市施設区域内で建
築物を建築する場合は、人吉市長の許可が必要です。（都市計画法第 53 条の規定による）

土地区画整理事業の施行区域内
 道路などの都市施設区域内（国道 445 号、紺屋町南町線、下林柳瀬線などの都
市計画道路）

・ 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリー
トブロック造そのほかこれらに類する構
造であること

※ 都市計画決定前に建築許可を受けている
ものは、新たな許可申請は必要ありませ
ん。

※ 詳しくは市都市計画課にお問い合わせく
ださい。

※各都市計画は今後、変更する可能性があります。

　被災市街地復興推進地域内の建築制限解除
後で上記に当てはまらない区域についても、
今後の復興まちづくりの計画に応じて整備協
力などの相談をする場合があります。
　また、土地区画整理事業や都市計画道路の

事業認可後は、新たに制限が加わります（土
地区画整理法第 76 条、都市計画法 65 条）。
事業認可の時期は令和４年度内を目指し、事
業計画書の作成などを進めています。

いいえ

はい

都市計画法第 53 条の規定による許可申請
・ 土地区画整理事業などの施行区域内や都

市計画道路などの区域内に建築物を建築
しようとする場合に必要な許可のことで
す。

・ 区域内で建築物を建てるときに一定の制
限を加え、将来の都市計画事業の円滑な
執行を確保することを目的としていま
す。

・ 建築確認申請は、53 条許可を受けてか
ら行う必要があります。

都市計画法第 65 条・土地区画整理法第 76 条
の規定による許可申請
・ 事業の施行の障害となる恐れがある建築行為

などを防止するため、都市施設と土地区画整
理事業の施行区域内で、土地の形質の変更、
建築物そのほかの工作物の新築、改築または
増築、物件の設置または堆積を行う場合は、
熊本県知事などの許可が必要です。

・ 土地区画整理事業区域の建築など許可申請の
対象となる期間は、事業認可後から換地処分
の公告がある日までとなります。

用語解説

被災市街地復興推進地域（約 21.0㌶）

被災市街地復興土地区画整理事業区域　①青井地区（約 5.2㌶）、②紺屋町地区（約 1.2㌶）

道路などの都市施設（被災市街地復興推進地域内）

被災市街地復興推進地域内

土地区画整理事業区域内
（①、②）

道路などの
都市施設区域内

被災市街地復興推進
地域内の建築制限

区画整理区域内の建築制限
（土地区画整理法第 76 条）

都市計画事業地内の建築制
限（都市計画法第 65 条）

令和３年７月 21 日
被災市街地復興推進地域の

都市計画決定

令和４年７月３日
発災から２年

（現在）
（事業認可）

区画整理区域内の建築制限
（都市計画法第 53 条）

人吉駅人吉駅

大橋大橋

胸川胸川

山田川

都市施設区域内の建築制限（都市計画法第 53 条）

下記以外の被災市街地復興推進地域内は制限解除

②②

青井阿蘇青井阿蘇
神社神社

人吉橋人吉橋

球磨川球磨川

①①
国道 445 号

国道 445 号
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